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我が国の司法制度（ゴーン氏の日本出国：報道）
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ワシントンポスト紙及びニューヨークタイムズ紙は，高野隆弁護士の発言，
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我が国の司法制度等を紹介しつつ，ゴーン氏の日本出国について報じたところ，概要以下
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のとおり。両記事全文を別添する。

1 ワシントンポスト紙(A9面）
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○森雅子法相は，ゴーン氏の出国に関して，不法に出国したとみられ，不当であり，非
p ■ □

常に遣憾である旨述べたとともに，ゴーン氏が日本を出国した記録はない旨言及した。
■ ●

○検察官は， 日本において， ･かなりの権力を享受しており，彼らが事件を受け入れると
？ ●

決めた場合，その有罪判決率は約99％である。
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○ゴーン氏の弁護団の一人である高野隆弁護士は，ゴーン氏が日本で公正な裁判を受け

る機会がなくなると確信し，逮捕に対する怒りが絶望となり，逃亡する決定を下したと述

べた。高野弁護士は，検察官は証拠の開示要求に対応するのが遅く，証拠の開示方法に細

かな制限を設け，証拠の一部を破棄し， 日本のメディアに対して「都合のよい」証拠を開

示する中，ゴーン氏の疑念及び懸念が高まった旨述べた6

○日曜日（5日） ロ 東京地検は，ゴーン氏の逃亡は犯罪であるとし， 日本の法制度を擁
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謹し,有罪判決率は高いものの，被告には論じる適切な機会が与えられ,裁判所は証拠に
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基づいて厳密に判決を下すと主張した。
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､2ニューヨークタイムズ紙(B1,82面）

○森法相は， 『ゴｰﾝ氏が日本を出国した記録がないため,違法な手段を用いて出国し

たとみられる」 .とし,今後出国プロセスを強化させる旨言及した。

○斎藤隆博東京地検次席検事は，ゴーン氏が批判する日本の司法制度に対して，公正で

開かれた裁判を受けることができるとするとともIご’ゴーン氏の行為は正当化できないと

述べた。

○日本の弁護士は長い間， 日本の司法制度に不満を述べてきた。検察官は，事件の99％

において勝訴してきた。検察官は‘弁護士の立会いなしに容疑者に尋問する幅広い権限を

享受している。多くの法律専門家は, ・司法制度が大きな圧力の下で引き出された自白に依

存しすぎているとする。

○日本の法廷で長きにわたり争った「Mt・ Gox」の創設者カルプレス氏(Markl<arpeles)

は，検察官には幅広い権限が与えられているが， 「裁判官は依然公平である」 「日本の裁

判所で無実を証明することは可能である」と述べた。
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法務省に転達願いたい。

転電【添付有】レバノン（了）
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